
  みやざき九条の会ニュース 第 12号 2008年 5月 19日 
 

 1

みやざき九条の会ニュースNo.12 
         2008 年 5 月 19 日発行 

〒880-0803宮崎市旭 1-3-20くすの樹ビル 
宮崎中央法律事務所内 

TEL0985(24)8820 FAX0985(22)2937 
E-mail miyazaki9jou@yahoo.co.jp 

http://welove9.org/ 
日本国憲法には、世界に誇る9条と25条があり、

これが、戦後、国民に平穏な生活を与え、国の発

展を支えてきたといっても過言ではありません。

ところが、憲法が保障している国民の平和的かつ

健康で文化的生活を営む最低限の権利が脅かされ

つつある昨今、今回の講演会はまことに時宜にあ

った企画と考えます。4月 26 日に行われた県内九

条の会交流会でも、会員はもとより、広く県民の

方々、とりわけ若い方々に呼びかけようというこ

とになりました。皆さまのご協力をぜひともお願

い申し上げます。 

これまでのイベントと異なる点は、参加希望者

が直接、東京の九条の会に FAX、メール（携帯や

パソコンで）、電話などで申込む点です。県内はも

とより、近隣県や全国からも参加が見込まれます。 
○ A4 のカラーのチラシと A3 のポスターを活用 
したい方は、みやざき九条の会事務局にお問い

合せください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

九条の会 第 6 回憲法セミナー「人間らしく生きる････憲法 9 条と 25 条」 

講 師：大江健三郎（九条の会呼びかけ人、作家）、暉
てる

峻
おか

淑子
い つ こ

（埼玉大学名誉教授）、 

湯浅誠（ＮＰＯ法人 自立生活センター「もやい」事務局長） 

  と き：2008 年 7 月 12 日（土）開場 12:30、開演 13:30、終演 16:30 

  ところ：宮崎市民文化ホール 

  参加費：一般 1000 円、学生 500 円、高校生以下無料 

申込方法：参加希望者は、九条の会事務局にファックスかメール、電話で申し込まれた方に、

整理券をお送りします。当日会場受付で整理券とともにお支払いください。 

申込先：〒101-0065 東京都千代田区西神田 2-5-7-303 九条の会事務局  

FAX: 03-3221-5076、 電話：03-3221-5075  メール：mail@kyoujounokai.jp 

   主 催：九条の会  共催：みやざき九条の会 ほか県内各九条の会 38 団体 
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イベントの報告 

4 月 26 日 宮崎県内九条の会交流会 

県内には38の九条の会が存在することがわかっていま
すが、それぞれどういう活動をしているのか、どんな

問題点を抱えているのか、お互いの経験を知りたいと

いう多くの方々の要望があり、今回、開催にこぎつけ

ました（18 の会、60 数名の参加者）。この交流会を通
じて、九条の会の基本は、それぞれの地域に、或いは

職場に、その会員同士が顔の見える規模の小さい九条

の会をつくり、それこそ家庭的雰囲気の中で創意工夫

をこらして楽しみながら会を運営してゆくことではな

いかということです。各会には上下、指揮命令系統は

ありませんが、お互いにどういう活動をしているのか、

良かった経験や困っていることなどを話し合うことは、

たいへん有意義なことだと思われます。そのための連

絡調整、コーディネート役をみやざき九条の会が引き

受ける必要があるように思われました。ただ、みやざ

き九条の会も、自由に動ける人が極度に不足しており、

どの程度までできるか、世話人会で協議し、かつ県内

各九条の会のみなさまとご相談しながら検討させてい

ただくことになりました。 
【交流会の感想】■大変楽しい有意義な交流会であった。

次は 9 条の会の運営、拡大、財政などいくつかのテー
マを決めて意見交流が出来たらと思います。■各地の

取り組みがわかって大変良かった。連絡会はぜひつく

ってください。■初めて全県の活動状況を知ることが

出来て大変参考になりました。■地域九条の会の経験

をもっと深めたい。次回開催の際はご配慮ください。

■いろいろと刺激になりました。今後も交流会の開催

を希望します。などの感想がよせられました。 
今後の県内九条の会のより深い連携をはかるべく、

みやざき九条の会としても検討してきたいと考えてい

ます。交流会の詳細な報告は、同封の別紙、交流会ニ

ュースNo.1を参照してください。 
 

5 月 3 日憲法記念日に集会とピースウォーク 

第 64 回憲法と平和を考えるつどいー憲法を生かして格差・貧困の根を断つ・・・9 条＋25 条の視点     

10:00-12:00、宮崎市中央公民館 出席者数 140 名、講師：二宮厚美（神戸大学教授、経済学者）140名参加 
主催：日本科学者会議宮崎支部・宮崎民主法律家協会、協賛：憲法と平和を守る宮崎県連絡会 
講演の概略 

Ⅰ．9 条と 25 条の相互関係 

１）日本国憲法の 9条と 25条は双子の関係にあること、
すなわち、この２つの条項は、人類の歴史から見て、

理想としてきた、もっとも基本的な事項である①恐怖

からの自由（平和的生存権）と、②欠乏からの解放、

つまり、国民が最低限度の医療・食料・教育など健康

で文化的生活を営む権利有すること、を憲法に規定し

た世界に誇るまれな条項であることを指摘しました。 
２）9 条は 25 条に対して、兄貴分であって、9 条があ
ってはじめて国民の生命・福祉が守られる。従来、バ

ターか大砲かが議論されてきたが、軍事が福祉を食い

尽くす例はこれまでの歴史でしばしば経験してきた。 
３）二宮先生は、25条があって 9条が守られるという
逆の関係があることを強調した。このことは、最近の

小泉、安倍、福田内閣による、市場原理主義、新自由

主義経済のもと、聖域無き構造改革路線によって、格

差・貧困が拡大し、そのことが 9 条を変えようとする
改憲を先の参院選で阻んだことが如実に実証している。

9条と 25条がない国家、たとえばアメリカでは戦争勢
力がのさばり、国民の格差・貧困は、底抜けとなり、

極端なまでに拡大している実態を明らかにした。 

Ⅱ．格差の実態は 

次に、最近の日本における格差社会の実態をいろい

ろな例をあげて明らかにした。青年層で非正規雇用が

1/3を占め、生活保護費より低い年収 200万円以下で、
失業保険その他一切の社会保険がなく、その日暮らし

のワーキング・プアーの増加のこと、そして雇用格差

が所得格差をうみ、それは、結婚格差、健康格差、教

育格差、人格格差など、将棋倒しのように、次々に様々

な格差となってあらわれることを指摘した。 
感想から：■9条と 25条の意味がすごくわかりまし 
た。今まで関連づけて考えたことがなかったので、 
新鮮でした。「9 条を守ることは生活を守る、生活を守
ることが 9 条を守る」ことがよくわかりました。（女、
61 才）、■25 条の視点を大変わかりやすく話していた
だきました。9条と 25条の関係もよかったですね。（男、
65 才）■憲法 25 条と 9 条との関連がいかに深いかが
具体的事例にそってとてもしっかり納得できました。

（女、64才）、■9条と 25条を別々に考えてきたが、
「兄弟」の関係と教えられ、実にわかりやすく、再認

識できました。戦争を体験してきた私にとって 9 条は
本当に宝です。構造改革路線で個人の生活だけでなく、

地域が破壊された現在、現象面だけで論じられること




